
 

令和５年５月２３日 

保護者各位 

                            名護市立名護中学校 

                            校 長 根路銘 国斗 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染による欠席について 

 

 

梅雨の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は

本校教育活動にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルスが５類へと移行され、出校停止期間も変更がありますので、

お知らせします。 

 

 

記 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間 

 

「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快したした後一日を経過するまで。」 

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向に 

あること。 

 

《有症状》 

  ・発熱した日を０日目とする。 

《無症状》 

  ・検体提出日を０日目とする。 

 

○ 発症から１０日間を経過するまでは、感染させる可能性があるため、マスク着用を 

推奨。 

○ 濃厚接触者としての特定は行われない。 

 ※同居家族に感染者が発生しても、本人に症状がなければ登校可能。 

 

 


